
火薬類の製造にかかる技術基準の特則対象項目の拡大について 

 

平成２７年３月１８日 

商 務 流 通 保 安 Ｇ 

鉱山・火薬類監理官付 

 

１．改正の概要 

 火薬類取締法の定置式製造施設については、当該施設の保安を確保するため

施設の位置、構造及び設備にかかる技術基準（以下「設備等の技術基準」とい

う。）（火薬類取締法施行規則（以下「規則」という。）第４条第１項）及び製造

の方法にかかる技術基準（以下「製造方法の技術基準」という。）（規則第５条

第１項）が規定されている。 

 これらの技術基準については、経済産業大臣が土地の状況及びその他の関係

により危険の虞がないと認めたものに限り、認めたものを技術基準とすること

ができる（以下「特則」という。）規定がある。しかしながら、特則を認めるこ

とができる技術基準の項目が、定置式製造設備の技術基準４７項目中２１項目、

定置式製造設備の製造方法の技術基準４０項目中５項目と限定的となっている

（規則第４条第３項、規則第５条第３項）。特則を認められない技術基準項目に

ついては、そのスペックや方式が明示的に規定されている仕様規程となってい

るものもあるため、最近の新たな技術を利用した設備や製造方法を用いる事が

できないとの指摘がなされている。また、これらの技術基準項目は、大量の火

薬や爆薬を取り扱うことを念頭において策定されていることから、少量の火薬

類を使用した火工品を製造する場合に適用しにくいとの指摘がなされている。

これらの課題を解決するため、規則第４条第３項及び第５条第３項を改正し、

特則を認めることができる技術基準の項目を拡大する。 

 

２．改正の必要性 

 これまで特則を認めてきた項目は、製造施設の実態等から当該基準をそのま

ま適用しなくても安全が確保され得る項目（例：製造所内のディーゼル車の基

準など）について、順次特則を認められる項目としてきた。 

 しかしながら、火薬類の応用分野の拡大や製造工程の多様化に伴い、個々の

製造所毎の技術基準以外の施設・設備、方法での保安の確保について、確認す

る事が困難となってきており、近年は特則対象の項目について見直しが進んで

い。 

 このように安全が確保可能な方法が確立していることをもって一つ一つ項目

を追加するこれまでの進め方では、技術革新や産業実態の変化への迅速な対応
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が困難である。 

 一方特則の承認手続きは、個別に事業者の申請を受け、経済作業大臣が有識

者の意見を聴取するなど個別に安全を確認して承認を行う制度である。 

 このため、現在の技術や今後の技術革新等にも対応可能とするとともに、少

量の火薬類を扱う製造業者に対応するため、特則を認められる技術基準の項目

を包括的に拡大することが必要である。 

 

３．改正の内容 

（１）新たに特則を認めることとする技術基準項目の考え方 

 ①技術基準項目の構成 

 設備等の技術基準（規則４条第１項）及び製造方法の技術基準（第５条

第１項）に規定されている項目のうち、現行規則において特則を認めるこ

とができない項目は、以下のイからホに区分に分類される。 

 

  イ．火薬類等の製造全般にかかる原理・原則を定めた項目 

例：第５条第１項第４号 危険工室内においては、酒気を帯びて作業をしないこと。 

 

  ロ．火薬類等の特定の製造工程を想定し、当該製造工程での原理・原則を

定めた項目 

例：第５条第１項第３３号 薬紙、速火線の切断等の摩擦又は衝撃を加える作業は、

少量ずつ行うこと。 

 

  ハ．火薬類等の特定の性状等を想定し、全ての火薬類の製造の原理・原則

として定めた項目 

例：第４条第１項第１２号 危険工室の内面は、土砂類のはく落及び飛散を防ぐ構造

とし、かつ、床面には鉄類を表さないこと。 

  ○土砂類のはく落、飛散を防ぐ構造 

   →粉末状の火薬・爆薬に土砂が混入し、今後の混合工程での発火等を予防 

  ○床面には鉄類を表さないこと 

   →火薬・爆薬が露出している状態で、鉄と摩擦や打撃による火花が発生するこ

とによる火薬類の発火を予防 

 

  ニ．技術基準項目中で、柔軟性が認められている項目 

例：第４条第１項第１４号 危険工室内には、原動機及び温湿度調整装置を据え付け

ないこと。ただし、爆発又は発火をおこすおそれのない場合には、この限りでは

ない。 
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  ホ．設備、方式、数量、条件等の仕様が規定されている項目 

例：第５条第１項第７号 危険工室等には、携帯電灯のほかは灯火を携えないこと。 

 

 ②新たに特則を認めることとする技術基準項目の考え方 

  新たに特則を認める技術基準項目については、①の区分毎に以下の通りと

することとする。 

  １）イ．火薬類を取り扱うための原理・原則を定めた項目及びロ．火薬類

等の特定の製造工程を想定し、当該製造工程での原理・原則を定め

た項目については、保安を確保するめに必要な技術基準項目であり、

そもそも特則になじまないため、特則の対象とはしない。 

 

２）ハ．火薬類等の特定の性状等を想定し、全ての火薬類の製造の原理・

原則として定めた項目については、火薬類等の性状等によっては、当

該項目が保安確保をするための原理・原則となり得ない場合もあるこ

とから特則の対象とする。 

 

  ３）ニ．技術基準項目中で、柔軟性が認められている項目については、特

則になじまないため、特則の対象としない。 

 

４）ホ．設備、方式、数量、条件等の仕様が規定されている項目について

は、新たな技術や設備でも当該技術基準項目の目的を達成しうる可能

性があること、火薬類の量や性状等によってこれら仕様を変更しても

当該技術基準項目の目的を達成しうることから、特則の対象とする。 

 

（２）具体的に特則を認めることとする技術基準の項目（案） 

 技術基準項目を、（１）のイからハに分類し、新たに特則に追加するハ及び

ホに該当する項目を網かけしたものを、別紙１（第４条関係）、別紙２（第５

条関係）に示す。 

 

 

４．今後のスケジュール（案） 

 ３月１８日     火薬小委員会 

 ４月上旬～５月上旬 省令案のパブリックコメント募集 

 ５月下旬      省令改正の制定 
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（参考）技術基準の特則を認める手続きの一般的な流れ 

 

１．申請手続き 

 特則承認を申請する者が以下の書面を経済産業大臣に提出。 

（１）特則承認申請書 

 申請者氏名、本社所在地、製造所所在地、特則を受ける事項、特則を

受ける施設等を記載した鑑 

（２）特則承認申請明細書（主に次の事項を記載する） 

  ①特則承認の内容 

   ・特則承認を受けようとする施設 

・特則承認の内容（技術基準項目（条項号）毎にどのような基準とし

たいのか） 

  ②特則承認の申請理由 

    特則承認を受けなければならない理由 

  ③保安上支障がない理由 

 ①の特則承認の内容に記載の技術基準項目毎に、保安上支障がない

理由を科学的データ等証明する根拠を添付して記載。 

  ④上記①及び③に関連する図面及び資料 

  

２．申請を受理した後の鉱山・火薬類監理官付の対応 

 （１）内容の審査 

 （２）内容が適正と判断した場合は、必要に応じ特則検討ＷＧで安全性の検

討 

  ※過去に同様な内容で特則承認をした案件については特則検討ＷＧで

の審議を省略。 

 （３）特則検討ＷＧにおける委員の指摘を踏まえ、申請の内容が保安上支障

がないと結論に達した場合には、特則の承認を行う。 
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に
よ
る

火
薬

類
の

発
火

を
防

止
す
る
た
め
。
た
だ
し
防

爆
型

等
の

措
置

が
あ
れ

ば
設

置
可

能
否

ニ
現
行
で
も
、
「
爆
発
又
は
発
火
を
起
こ
す
お
そ
れ
が
な
い
場
合
」
の

解
釈

に
よ
り
、
柔

軟
に
対

応
可
能
で
あ
り
、
特
則
に
は
な
じ
ま
な
い
。

1
4
.2

無
煙

火
薬

存
置

場
所

へ
の

温
湿

渡
記

録
計

の
設

置
及

び
温
度

（
４
０
度

以
下

）
・
湿

度
（
７
５
％

以
下

）
管

理
義

務
。

温
湿

度
調

整
装

置
を
設

置
す
る
場

合
は

防
爆

性
能
を
有
す
る
こ
と
。

否
無

煙
火

薬
の

自
然

分
解

抑
制

の
た
め
の

、
温

湿
度

管
理

温
湿

度
調

整
装

置
の

防
爆

化
に
よ
る
発

火
源

の
排

除
可

ホ
温
度
４
０
度
以
下
、
湿
度
７
５
％
以
下
に
限
定
。

保
存

容
器

等
の

工
夫

に
よ
り
室

内
温

度
や

湿
度

変
化

に
も
火

薬
に
影

響
を
与

え
な
い
可

能
性

が
あ
る
。

1
5

危
険

工
室

内
の

機
械

の
構

造
①

や
む
を
得

な
い
場

合
の

他
鉄

と
鉄

の
摩

擦
の

な
い
も
の

を
使

用
②
摩
擦
部
は
滑
剤
を
塗
布

③
動
揺
の
防
止
、
火
薬
類
の
進
入
の
防
止
措

置

否
①

機
械

等
の

鉄
と
鉄

の
摩

擦
に
よ
る
発

火
の

防
止

②
機

械
の

動
揺

に
よ
る
部

品
等

の
混

入
の

防
止

③
機
械
等
内
に
火
薬
類
の
浸
透
を
防
止

可
ハ

火
工

品
な
ど
火

花
で
発

火
し
な
い
も
の

は
、
鉄

と
鉄

の
摩

擦
が

あ
っ
て
も
よ
い
場

合
が

あ
り

得
る
。
火
薬
の
粉
が
発
生
し
な
い
も
の
は
、
潤
滑
部
へ
の
火
薬
類
の
粉
末
の
付
着
、
進
入
を

防
ぐ
構

造
を
不

要
な
場

合
も
あ
り
得

る
。

1
6

危
険

工
室

の
暖

房
装

置
の

要
件

①
熱
源
は
蒸
気
、
熱
気
、
温
水

②
燃
焼
し
や
す
い
物
と
隔
離

③
表

面
に
火

薬
類

等
の

付
着

防
止

措
置

否
加

熱
に
よ
る
発

火
、
火

薬
粉

塵
の

蓄
積

に
よ
る
発

火
の

防
止

可
ホ

暖
房
の
熱
源
が
、
蒸
気
、
熱
気
又
は
温
水
に
限
定
。

完
全

に
火

薬
類

が
外

装
で
包

ま
れ

た
火

工
品

な
ど
を
扱

う
工

室
等

、
電

気
に
よ
る
床

暖
房

や
エ
ア
コ
ン
も
認

め
得

る
。

1
7

危
険

工
室

内
の

パ
ラ
フ
ィ
ン
槽

の
温

度
が

１
２

０
℃
を
超

え
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の

温
度

測
定

装
置

を
備

え
た
安

全
装

置
否

パ
ラ
フ
ィ
ン
槽

が
過

熱
し
て
火

薬
類

が
発

火
す
る
こ
と
を
防

止
可

ホ
１
２
０
℃
と
温

度
の

限
定

が
あ
る
。

火
薬
類
の
種
類
や
使
用
す
る
パ

ラ
フ
ィ
ン
の
性
状
に
よ
っ
て
は
、
１
２
０
℃
以
上
で
も
安
全
が

確
保

で
き
る
可

能
性

が
あ
り
得

る
。

1
8

危
険

工
室

等
の

照
明

装
置

等
可

1
9

危
険

工
室

内
の

機
械

等
の

接
地

否
落
雷
時
、
静
電
気
の
帯
電
時
、
漏
電
時
に
火
薬
類
の
発
火
を
防

止
す
る
た
め
。

可
ホ

静
電
気
等
対
策
と
し
て
「
接
地
」
に
限
定
。

設
備
と
火
薬
類
の
放
電
に
よ
る
発
火
の
予
防
と
し
て
設
備
、
床
、
作
業
員
等
が
同
電
位
に
な

る
よ
う
な
方

法
で
も
対

応
可

能
な
場

合
が

あ
り
得

る
。

2

6



2
0

危
険

工
室

の
停

滞
量

等
の

掲
示

板
に
よ
る
掲
示

否
工
室
内
に
存
置
可
能
な
火
薬
類
の
量
な
ど
を
明
確
に
す
る
た

め
。

可
ホ

掲
示
板
以

外
で
も
、
規

定
さ
れ

た
停

滞
量

等
の

情
報

を
従

業
員

等
が

確
認

で
き
る
手

段
が

あ
り
得

る
。

2
1

危
険

工
室

に
面

し
た
木

造
建

築
物

の
耐

火
的

措
否

危
険

工
室

に
面

し
た
木

造
建

築
物

へ
の

延
焼

防
止

可
ホ

木
造
建
築
物
側
に
耐
火
的
措
置
を
施
す
こ
と
に
限
定
。

危
険

工
室

と
木

造
建

築
物

の
間

に
防

火
壁

等
を
設

置
す
る
こ
と
で
も
目

的
が

達
成

し
う
る
場

合
が

あ
り
得

る
。

危
険

工
室

で
想

定
さ
れ

る
火

災
の

程
度

に
よ
っ
て
は

措
置

不
要

と
な
る
場

合
も
あ
り
得

る
。

2
2

火
薬

類
が

飛
散

す
る
お
そ
れ

の
あ
る
工

室
の

壁
、
天
井
の
隙
間
を
無
く
す
構
造
、
か
つ
、
水
洗

に
耐

え
表

面
が

滑
ら
か

に
な
る
よ
う
な
措
置

否
火

薬
類

が
工

室
の

壁
や

天
井

の
隙

間
か

ら
の

進
入

・
堆

積
す
る

こ
と
に
よ
る
発

火
等

の
事

故
を
防

止
飛
散
し
た
火
薬
類
の
粉
を
水
洗
で
除
去
可
能
な
構
造
に
す
る
こ
と

可
ホ

「
水

洗
に
耐

え
表

面
が

滑
ら
か

に
な
る
よ
う
な
措
置

」
に
限
定
。

水
洗

以
外

で
も
飛

散
し
た
火

薬
類

を
掃

除
し
や

す
い
構

造
が

あ
り
得

る
。

2
2
.2

火
薬
類
又
は
原
料
の
粉
じ
ん
防
止
措
置

否
飛

散
し
た
火

薬
類

に
よ
る
発

火
や

、
原

料
に
よ
る
粉

じ
ん
爆

発
等

の
防

止
可

ハ
ガ
ラ
ス
ビ
ー
ズ
な
ど
火
薬
類
の
爆
発
又
は
発
火
を
起
こ
す
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
措
置
不

要
と
な
る
場

合
も
あ
り
得

る
。

2
2
.3

温
度
変
化
が
起
こ
る
装
置
に
お
け
る
温
度
測
定

装
置

否
反
応
温
度
、
設
備
の
温
度
を
確
認
し
発
火
を
防
止

可
ハ

温
度
の
変
化
が
起
こ
る
設
備
で
あ
っ
て
も
火
薬
類
の
爆
発
又
は
発
火
を
起
こ
す
お
そ
れ
が

な
い
場

合
は

措
置

不
要

と
な
る
場

合
も
あ
り
得

る
。

2
2
.4

火
薬

類
の

加
圧

設
備

の
安

全
装

置
否

火
薬

類
の

過
加

圧
に
よ
る
発

火
防

止
可

ハ
過
加
圧
に
よ
っ
て
も
火
薬
類
の
爆
発
又
は
発
火
を
起
こ
す
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
措
置
不

要
と
な
る
場

合
も
あ
り
得

る
。

2
2
.5

静
電
気
が
発
生
し
、
爆
発
等
が
お
こ
る
お
そ
れ

の
あ
る
設

備
の

静
電

気
除

去
措

置
否

静
電

気
の

帯
電

に
よ
る
発

火
防

止
否

ロ
静

電
気

が
発

生
す
る
お
そ
れ

が
あ
り
、
爆

発
等

の
お
そ
れ

が
あ
る
設

備
の

保
安

確
保

上
必

要
な
事

項
を
規

定
し
て
い
る
た
め
、
特

則
に
は

な
じ
ま
な
い
。

2
2
.5
2

雷
薬
等
の
危
険
工
室
の
床
、
作
業
台
等
に
は

導
電

性
マ
ッ
ト
を
施
設
し
、
か
つ
、
接
地

否
静

電
気

の
帯

電
に
よ
る
発

火
防

止
可

ホ
静
電
気
の
帯
電
防
止
策
が
、
「
導
電
性
マ
ッ
ト
」
に
限
定
。

鉛
を
敷

く
、
導

電
性

床
材

の
使

用
な
ど
が

あ
り
得

る
。

2
2
.6

工
室

入
り
口
の

静
電

気
除

去
設

備
否

静
電

気
の

帯
電

に
よ
る
発

火
防

止
可

ホ
静

電
気

除
去

設
備

の
設

置
が

「
工

室
入

り
口

」
に
限
定
。

火
薬

類
と
触

れ
る
前

に
静

電
気

を
放

電
す
る
措

置
な
ど
、
他

に
も
当

該
目

的
を
達

成
す
る
方

法
が

あ
り
得

る
。

2
3

可
燃

性
ガ
ス
等

が
発

生
す
る
工

室
に
は

排
気

装
置
を
設
置

否
工

室
内

の
可

燃
性

ガ
ス
、
有

毒
ガ
ス
の

滞
留

防
止

可
ホ

工
室

内
の

可
燃

性
ガ
ス
、
有

毒
ガ
ス
の

滞
留

防
止

措
置

が
「
排

気
装

置
」
に
限

定
。

吸
着

フ
ィ
ル

タ
ー
を
設

置
し
た
可

燃
性

ガ
ス
等

の
回

収
装

置
等

の
設

置
で
も
、
保

安
を
確

保
で
き
る
場

合
が

あ
り
得

る
。

2
3
.2

火
薬

類
乾

燥
工

室
の

設
置

可

2
4

火
薬

類
乾

燥
工

室
の

設
備

基
準

可

2
4
.2

日
乾

場
の

高
さ

可

2
4
.3

日
乾
場
所
の
距
離
、
防
爆
壁

可

3
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2
4
.4

日
乾

後
の

火
薬

放
冷

設
備

可

2
5

爆
発
試
験
場
等
の
防
火
壁
、
防
火
措
置

可

2
6

火
薬

類
等

の
運

搬
容

器
可

2
6
.2

無
煙

火
薬

の
一

時
保

管
容

器
可

2
7

危
険

区
域

内
の

運
搬

車
可

2
8

運
搬
通
路
の
基
準
（
平
坦
、
勾
配
１
／
５
０
以
下
）

否
運

搬
通

路
に
お
け
る
運

搬
車

の
振

動
や

暴
走

に
よ
る
事

故
の

防
止

可
ホ

勾
配
が
１
／
５
０
以
下
に
限
定
。

運
搬
車
に
速
度
調
整
装
置
が
つ
い
て
い
る
場
合
な
ど
、
勾
配
が
急
で
あ
っ
て
も
保
安
を
確

保
で
き
る
場

合
が

あ
り
得

る
。

4
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別
紙

２

号
製
造

の
技

術
基

準

現
行

規
則

で
の

特
則

の
可

否

技
術

基
準

の
意

味
・
目

的

今
後

特
則
を
認

め
る
こ
と

が
で
き
る

よ
う
に
す

る
か

否
か

技
術

基
準

項
目

の
区

分
理
由

1

煙
火
等
に
つ
い
て
は
、
一
日
の
最
大
生
産
数
量

及
び
一
箇
月
の
最
大
生
産
量
、
組
成
、
構
造

を
、
そ
の
原
料
火
薬
・
爆
薬
に
つ
い
て
は
配
合

比
と
一

日
の

最
大

生
産

量
を
定

め
、
そ
の

範
囲

内
で
製

造
す
る
こ
と
。

否
火
薬
類
の
製
造
を
計
画
的
に
行
う
こ
と
、
能
力
以
上
の
製
造
を
行

わ
せ
な
い
こ
と
で
、
安
全
性
を
確
保

否
イ

火
薬

・
爆

薬
の

配
合

比
、
最

大
製

造
数

量
等

は
許

可
事

項
で
あ
り
、
特

則
は

認
め
ら
れ

な
い
。

1
.2

煙
火
等
以
外
の
火
薬
類
に
つ
い
て
、
火
薬
・
爆

薬
に
つ
い
て
は
配
合
比
を
、
火
工
品
に
つ
い
て

は
構
造
、
組
成
及
び
一
日
の
最
大
生
産
数
量
を

定
め
、
そ
の

範
囲

内
で
製

造
す
る
こ
と
。

否
火
薬
類
の
製
造
を
計
画
的
に
行
う
こ
と
、
能
力
以
上
の
製
造
を
行

わ
せ
な
い
こ
と
で
、
安
全
性
を
確
保

否
イ

火
薬

・
爆

薬
の

配
合

比
、
最

大
製

造
数

量
等

は
許

可
事

項
で
あ
り
、
特

則
は

認
め
ら
れ

な
い
。

1
.3

可
塑

性
爆

薬
の

告
示

で
定

め
る
検

出
薬

の
配

合
義

務
否

可
塑

性
爆

薬
の

検
出

を
容

易
に
す
る
た
め

否
ロ

条
約

に
基

づ
く
措

置
な
の

で
特

則
は

認
め
ら
れ

な
い
。

2
危

険
区

域
内

へ
の

作
業

に
必

要
な
者

等
以

外
の

立
入

禁
止

否
危

険
な
場

所
へ

の
立

ち
入

る
者

を
制

限
否

イ
危

険
区

域
の

範
囲

は
自

ら
設

定
し
許

可
を
受

け
た
事

項
で
あ
る
た
め
、
特

則
は

認
め
ら
れ

な
い
。

3
危

険
工

室
内

の
人

数
制

限
可

危
険

な
場

所
へ

の
立

ち
入

る
者

を
制

限

4
危

険
区

域
内

で
の

酒
気

帯
び
作

業
禁

止
否

酒
気

帯
び
作

業
に
よ
る
事

故
防

止
否

イ
火

薬
類

取
扱

の
保

安
確

保
上

必
要

な
事

項
を
規

定
し
て
い
る
た
め
、
特

則
に
は

な
じ
ま
な

い
。

5
危

険
区

域
内

で
の

作
業

は
静

粛
か

つ
丁

寧
に

す
る
こ
と

否
雑

な
取

扱
に
よ
る
事

故
防

止
否

イ
火

薬
類

取
扱

の
保

安
確

保
上

必
要

な
事

項
を
規

定
し
て
い
る
た
め
、
特

則
に
は

な
じ
ま
な

い
。

6
工
室
内
は
常
に
清
潔
に
清
掃
し
、
強
風
時
に
砂

塵
の

飛
翔

を
防

止
す
る
た
め
工

室
の

付
近

へ
の
散
水
な
ど
適
切
な
措
置

否
火

薬
類

に
砂

礫
等

不
純

物
等

混
入

に
よ
る
発

火
防

止
可

ハ
完

全
に
火

薬
・
爆

薬
が

密
封

さ
れ

た
火

工
品

の
み

を
扱

う
場

合
等

、
砂

礫
等

の
混

入
に
よ
る

発
火

が
想

定
さ
れ

な
い
場

合
も
あ
り
得

る
。

7
危

険
工

室
等

へ
の

携
帯

電
灯
以

外
の

灯
火

の
携

行
禁

止
否

火
気

に
よ
る
火

災
等

の
防

止
可

ホ
携

帯
電
灯
に
限
定
。

携
帯

電
灯

以
外

の
火

気
を
用

い
な
い
携

帯
照

明
も
あ
り
得

る
。

8
危

険
工

室
等

及
び
そ
の

付
近

へ
の

爆
発

・
発

火
・
燃
焼
し
や
す
い
物
質
の
堆
積
禁
止

否
危
険

工
室

等
で
の

事
故

発
生

時
又

は
事

故
発

生
可

能
性

の
低

減
可

ハ
製

造
工

程
で
必

要
な
も
の

で
、
安

全
性

が
確

保
さ
れ

る
措

置
が

講
じ
ら
れ

て
い
る
場

合
は

認
め
得

る
。

9
危

険
工

室
等

の
告

示
で
定

め
る
停

滞
量

等
の

遵
守

可
火
薬

類
の

被
害

の
最

小
化

1
0

火
薬

類
の

製
造

上
特

に
温

度
に
関

係
す
る
作

業
に
つ
い
て
は

、
温
度
範
囲
を
設
定
し
、
当
該

温
度
範
囲
で
作
業
を
す
る
こ
と

否
製

造
中

の
火

薬
類

の
温

度
上

昇
等

に
よ
る
発

火
・
爆

発
防

止
否

ニ
温

度
範

囲
は

自
ら
設

定
可

能
で
あ
り
、
特

則
に
は

な
じ
ま
な
い
。

製
造

設
備

の
製

造
方

法
の

基
準

関
係

（
第

５
条

関
係

）

5
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1
0
.2

日
乾
後
放
冷
が
必
要
な
火
薬
類
は
、
集
積
す
る

こ
と
な
く
、
規
則
４
条
第
１
項
第
２
４
号
の
４
の
規

定
に
よ
り
設

け
ら
れ

た
設

備
で
常

温
ま
で
放

冷
し
た
後

で
な
け
れ

ば
日

乾
場

か
ら
他

の
場

所
に

移
動
し
て
は
な
ら
な
い

否
火

薬
類

の
熱

に
よ
る
発

火
の

防
止

可
ホ

放
冷

方
法

が
「
規

則
４
条

第
１
項

第
２
４
号

の
４
の

規
定

に
よ
り
設

け
ら
れ

た
設

備
」
に
限
定

さ
れ

て
い
る
が

、
そ
れ

以
外

の
放

冷
方

法
も
あ
り
得

る
。

1
1

危
険
工
室
内
の
機
械
・
器
具
・
容
器
は
、
常
に

機
能
を
点
検
し
、
手
入
れ
を
怠
ら
な
い
こ
と
。

否
機

械
類

の
故

障
等

に
よ
る
、
火

薬
類

の
発

火
・
爆

発
の

防
止

否
イ

火
薬

類
取

扱
の

保
安

確
保

上
必

要
な
事

項
を
規

定
し
て
い
る
た
め
、
特

則
に
は

な
じ
ま
な

い
。

1
2

危
険
工
室
内
の
機
械
・
器
具
・
容
器
を
修
理
す

る
際

の
基

準
①

必
ず
工

室
外

で
機

械
等

に
付

着
等

し
た
火

薬
類

を
除
去

し
た
後

で
な
け
れ

ば
着

手
し
な
い

こ
と
。

②
や

む
を
得

ず
工

室
内

で
修

理
す
る
場

合
は

、
室
内
の
危
険
物
を
安
全
な
場
所
に
移
す
な
ど
必

要
な
措

置
を
講
じ
た
後

に
着

手
す
る
こ
と
。

否
機
械
類
の
修
理
中
に
お
け
る
、
火
薬
類
の
発
火
・
爆
発
防
止

可
ハ

工
室

内
で
取

り
扱

う
火

薬
類

が
、
火

薬
が

密
封

さ
れ

た
火

工
品

の
よ
う
に
機

械
に
火

薬
・
爆

薬
が
付
着
し
な
い
場
合
や
、
火
花
や
衝
撃
等
に
十
分
耐
性
を
有
し
て
い
る
な
ど
、
保
安
が
確

保
で
き
る
と
考

え
ら
れ

る
場

合
は

認
め
る
こ
と
も
あ
り
得

る
。

1
3

危
険

工
室

等
の

改
築

・
修

理
時

に
は

あ
ら
か

じ
め
危

害
予

防
の

措
置

を
講

じ
る
こ
と

否
飛

散
し
た
火

薬
類

に
よ
る
、
発

火
・
爆

発
の

防
止

否
イ

保
安

を
確

保
す
る
た
め
の

基
本

的
事

項
で
あ
り
特

則
に
な
じ
ま
な
い
。

1
4

危
険

工
室

内
で
の

目
的

外
作

業
の

禁
止

否
特
定
の
作
業
に
最
適
に
設
備
さ
れ
た
工
室
を
用
い
る
こ
と
で
保
安

を
確
保

可
ハ

工
室
内
で
取
り
扱
う
火
薬
類
が
微
量
の
場
合
や
、
発
火
・
爆
発
の
お
そ
れ
が
低
い
安
定
し
た

火
工

品
で
あ
る
場

合
等

は
認

め
る
こ
と
も
あ
り
得

る
。

1
5

廃
薬

火
薬

類
・
不

良
火

薬
類

の
当

日
に
廃

棄
す

る
こ
と
。

た
だ
し
、
強

風
等

に
よ
り
安

全
な
廃

棄
が

困
難

な
場
合

に
は

、
廃

棄
処

分
が

可
能

と
な
っ
た
時

点
で
速

や
か

に
廃

棄
す
る
こ
と
。

否
廃

薬
等

の
長

期
保

管
に
よ
る
事

故
防

止
可

ホ
「
安
全
な
廃
棄
が
困
難
な
場
合
」
以

外
に
も
当

日
に
廃

棄
し
な
く
て
も
よ
い
場

合
が

あ
り
得

る
。

1
6

火
薬
類
、
そ
の
原
料
等
の
運
搬
時
の
扱
い
（
衝

突
、
転
落
、
転
倒
等
の
防
止
）

否
運

搬
時

の
衝

撃
に
よ
る
火

薬
類

又
は

原
料

に
よ
る
発

火
等

の
防

止
否

イ
火

薬
類

等
の

運
搬

時
の

保
安

を
確

保
す
る
た
め
の

基
本

的
事

項
で
あ
り
特

則
に
な
じ
ま
な

い
。

1
6
.2

蓄
電
池
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
運
搬
車
の
制
限
（
火
薬

類
飛

散
可

能
性

の
あ
る
工

室
、
可

燃
性

ガ
ス
の

発
散

可
能

性
の

あ
る
工

室
）

可
火

薬
類

へ
の

引
火

可
能

性
の

防
止

1
7

火
薬
類
、
油
類
の
付
着
し
た
布
類
等
は
、
一
定

の
容
器
で
保
管
し
、
当
日
作
業
終
了
後
に
工
室

か
ら
搬

出
し
、
一
定
の
場
所
で
危
害
予
防
の
措

置
を
講
じ
る
こ
と
。

否
付

着
火

薬
類

又
は

油
に
よ
る
発

火
防

止
可

ホ
「
当

日
作

業
終

了
後

に
工

室
か

ら
搬

出
」
と
限
定
。

火
薬

類
の

種
類

に
よ
っ
て
は

必
ず
し
も
当

日
に
工

室
か

ら
搬

出
し
な
く
て
も
保

安
が

確
保

で
き
る
場

合
が

あ
り
得

る
。

1
8

火
薬

類
の

爆
発

・
燃

焼
・
発

射
試

験
又

は
火

薬
類

の
焼

却
は

そ
れ

ぞ
れ

一
定

の
場

所
で
行

う
こ

と
。

否
火
薬

類
の

爆
発

・
燃

焼
等

は
そ
れ

ぞ
れ

、
爆

発
試

験
場

、
燃

焼
試

験
場
等
専
用
の
設
備
を
設
置
し
て
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
実

施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保

安
を
確

保
。

否
イ

爆
発

試
験

等
に
お
け
る
保

安
確

保
上

必
要

な
事

項
を
規

定
し
て
い
る
た
め
、
特

則
に
は

な
じ

ま
な
い
。

1
9

火
薬
類
の
製
造
試
験
は
、
専
用
の
工
室
又
は

既
存
の
工
室
の
作
業
中
止
し
製
造
試
験
専
用

に
転
用
し
た
工
室
で
行
う
こ
と

否
製

造
試

験
は

危
険

の
程

度
が

平
常

作
業

を
行

う
工

室
よ
り
高

い
た
め
、
試

験
専

用
の

工
室

で
実

施
す
る
こ
と
で
、
保

安
を
確

保
。

否
イ

製
造

試
験

の
際

に
保

安
確

保
上

必
要

な
事

項
を
規

定
し
て
い
る
た
め
、
特

則
に
は

な
じ
ま
な

い
。

6
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1
9
.2

火
薬
類
の
製
造
は
一
定
の
工
室
で
行
う
こ
と
。

た
だ
し
、
日

乾
場

に
お
け
る
日

乾
作

業
等

に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

否
製
造
作
業
に
つ
い
て
は
、
許
可
を
受
け
た
工
室
で
行
う
事
に
よ

り
、
保
安
を
確
保
。
日
乾
し
作
業
等
、
安
全
が
確
認
さ
れ
、
限
定

列
挙

さ
れ

た
作

業
に
つ
い
て
は

例
外

と
し
て
認

め
て
い
る
。

否
イ

製
造

所
に
お
け
る
保

安
確

保
上

必
要

な
事

項
を
規

定
し
て
い
る
た
め
、
特

則
に
は

な
じ
ま
な

い
。

2
0

火
薬

類
の

包
装

方
法

(告
示

）
可

国
連
輸
送
勧
告
に
あ
わ
せ
た
包
装
方
法
等
を
規
定
し
、
流
通
時

の
安
全
を
確
保

2
1

内
装
容
器
、
外
装
容
器
及
び
打
揚
煙
火
に
対

す
る
火
薬
類
の
種
類
、
数
量
等
を
表
示
。

玩
具
煙
火
に
つ
い
て
は
、
内
装
容
器
に
使
用
方

法
を
表
示

た
だ
し
、
全

て
の

項
目

を
表

示
で
き
な
い
場

合
は
内

装
容

器
に
関

し
て
は

こ
の

限
り
で
は

な
い
。

否
火
薬
類
の
輸
送
や
流
通
過
程
で
の
取
り
違
い
や
数
量
管
理
を
行

い
や
す
く
す
る
た
め
。

玩
具

煙
火

の
消

費
方

法
を
消

費
者

に
伝

達
す
る
た
め
。

否
イ

製
造

さ
れ

た
火

薬
類

の
流

通
時

の
保

安
確

保
上

必
要

な
事

項
を
規

定
し
て
い
る
た
め
、
特

則
に
は
な
じ
ま
な
い
。

2
4

外
装

容
器

へ
の

衝
撃

注
意

等
の

必
要

な
注

意
事
項
を
表
示

否
火
薬
類
の
輸
送
等
の
取
扱
時
の
安
全
な
取
扱
方
法
を
周
知
す
る

た
め

否
イ

製
造

さ
れ

た
火

薬
類

の
流

通
時

の
保

安
確

保
上

必
要

な
事

項
を
規

定
し
て
い
る
た
め
、
特

則
に
は
な
じ
ま
な
い
。

2
5

一
時

置
場

に
無

煙
火

薬
を
貯

蔵
す
る
場

合
の

基
準

外
壁

か
ら
３
０
ｃ
ｍ
以

上
隔

て
る

枕
木

又
は

す
の
こ
を
お
い
て
平
積
み

高
さ
は
１
．
８
ｍ
以
下
と
す
る
。

否
無
煙
火
薬
の
一
時
置
場
の
貯
蔵
方
法
を
火
薬
庫
と
同
様
な
方
法

に
規
定
し
、
安
全
性
を
確
保
。

可
ホ

「
外

壁
か

ら
の

距
離

を
３
０
ｃ
ｍ
」
、
「
枕
木
又
は
す
の
こ
」
、
「
高
さ
は
１
．
８
ｍ
以
下

」
と
限
定
。

一
時

貯
蔵

場
所

の
構

造
等

に
よ
っ
て
外

壁
か

ら
の

距
離

は
変

更
可

能
な
場

合
が

あ
り
得

る
。
ま
た
、
枕
木
又
は
す
の
こ
以
外
に
も
床
面
と
火
薬
類
の
間
隔
を
保
ち
、
通
風
を
確
保
す

る
方

法
も
あ
り
得

る
。

2
6

一
時
置
場
に
無
煙
火
薬
を
貯
蔵
で
き
る
期
間

（
最

大
6
ヶ
月

）
可

無
煙
火
薬
の
一
時
置
場
へ
の
存
置
期
間
を
制
限
し
、
自
然
発
火

等
の
事
故
を
防
止
。

2
7

製
造

作
業

終
了

後
の

工
室

へ
の

火
薬

類
の

存
置

禁
止

（
や

む
を
得

な
い
場

合
は

盗
難

予
防

の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
）

否
存

置
火

薬
類

に
よ
る
発

火
等

及
び
存

置
火

薬
類

の
盗

難
防

止
否

ニ
「
や

む
を
得

な
い
場

合
」
の

柔
軟

な
解

釈
に
よ
り
対

応
可

能
で
あ
り
、
特

則
に
な
じ
ま
な
い
。

2
8

赤
燐

を
使

用
す
る
作

業
は

他
の

工
室

と
隔

離
し

た
専
用
の
危
険
工
室
で
行
い
、
専
用
の
器
具
を

使
用

否

赤
燐

を
使

用
す
る
火

薬
類

は
敏

感
か

つ
威

力
が

大
き
い
た
め
、

保
安

確
保

の
た
め
当

該
作

業
は

専
用

工
室

で
行

う
。

赤
燐
は
器
具
に
付
着
し
や
す
く
取
り
に
く
い
の
で
他
の
用
途
に
転

用
を
禁
止
。

否
ロ

赤
リ
ン
を
使

用
す
る
製

造
所

の
保

安
確

保
上

必
要

な
事

項
を
規

定
し
て
い
る
た
め
、
特

則
に

は
な
じ
ま
な
い
。

2
9

マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
粉
等
を
含
む
火
薬
類
の
製
造
に

あ
た
っ
て
は

水
分

に
よ
る
発

火
防

止
措

置
を
講

ず
る
こ
と

否
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
粉

等
の

水
に
よ
る
発

熱
・
発

火
防

止
否

ロ
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
粉
等
を
使
用
す
る
製
造
所
の
保
安
確
保
上
必
要
な
事
項
を
規
定
し
て
い
る

た
め
、
特

則
に
は

な
じ
ま
な
い
。

3
0

塩
素

酸
塩

又
は

亜
塩

素
酸

塩
等

を
含

む
火

薬
等

を
取

り
扱

う
器

具
・
容

器
は

そ
の

旨
を
明

記
し
、
他
の
火
薬
・
爆
薬
の
取
扱
へ
の
転
用
禁

止
。

否
塩

素
酸

塩
、
亜

塩
素

酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
の

配
合

物
が

鋭
敏

で
あ
る
た

め
、
器

具
を
専

用
化

し
、
誤

っ
て
塩

素
案

塩
と
の

配
合

物
が

で
き

な
い
よ
う
に
す
る
た
め

否
ロ

塩
素

酸
塩

等
を
含

む
火

薬
類

の
製

造
所

の
保

安
確

保
上

必
要

な
事

項
を
規

定
し
て
い
る
た

め
、
特

則
に
は

な
じ
ま
な
い
。

3
1

球
状

の
打

揚
煙

火
の

外
殻

貼
り
付

け
後

の
外

殻
の
穴
空
け
禁
止

否
煙

火
に
穴

空
け
す
る
こ
よ
に
よ
る
爆

発
事

故
の

防
止

否
ロ

煙
火

製
造

所
の

保
安

確
保

上
必

要
な
事

項
を
規

定
し
て
い
る
た
め
、
特

則
に
は

な
じ
ま
な

い
。

3
1
.2

直
径

１
０
ｃ
ｍ
以

上
の

球
状

の
打

揚
煙

火
の

伝
火

薬
取

付
け

否
黒

玉
の

地
上

で
の

開
発

防
止

の
た
め

否
ロ

煙
火

の
安

全
性

を
高

め
る
た
め
に
必

要
な
事

項
を
規

定
し
て
い
る
た
め
、
特

則
に
は

な
じ
ま

な
い
。
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3
1
.3

球
状

の
打

揚
煙

火
の

割
り
薬

に
塩

素
酸

塩
を

用
い
た
火
薬
等
を
用
い
る
場
合
の
星
と
の
隔
離

否
塩

素
酸

塩
と
星

に
含

ま
れ

る
硫

黄
の

接
触

に
よ
り
、
危

険
性

が
大

き
く
な
る
こ
と
を
防
止
。

否
ロ

煙
火

製
造

所
及

び
煙

火
の

安
全

性
を
高

め
る
た
め
に
必

要
な
事

項
を
規

定
し
て
い
る
た

め
、
特

則
に
は

な
じ
ま
な
い
。

3
2

赤
リ
ン
を
取

り
扱

う
配

合
工

室
、
鶏

冠
石

と
塩

素
酸

カ
リ
ウ
ム
を
配

合
す
る
工

室
は

1
日

一
回

水
洗
掃

除
否

感
度

の
高

い
火

薬
類

の
蓄

積
に
よ
る
発

火
等

事
故

を
防

止
。

否
ロ

赤
リ
ン
や

鶏
冠

石
等

を
使

用
す
る
工

室
の

保
安

確
保

上
必

要
な
事

項
を
規

定
し
て
い
る
た

め
、
特

則
に
は

な
じ
ま
な
い
。

3
3

薬
紙
、
速
火
線
に
切
断
等
の
摩
擦
・
衝
撃
を
加

え
る
作

業
は

少
量

ず
つ
行

う
こ
と
。

否
切

断
時

等
に
発

火
し
た
際

の
被

害
低

減
否

ロ
薬

紙
、
速

火
線

の
取

扱
で
保

安
確

保
上

必
要

な
事

項
を
規

定
し
て
い
る
た
め
、
特

則
に
は

な
じ
ま
な
い
。

3
4

雷
薬

又
は

瀧
剤

の
配

合
作

業
等

の
導

電
性

器
具
の

使
用

等
否

静
電

気
に
よ
る
発

火
防

止
否

ロ
雷

薬
、
瀧

剤
の

製
造

に
お
け
る
保

安
確

保
上

必
要

な
事

項
を
規

定
し
て
い
る
た
め
、
特

則
に

は
な
じ
ま
な
い
。

3
5

手
筒

煙
火

の
製

造
の

方
法

の
基

準
否

手
筒

煙
火

の
安

全
性

確
保

否
ロ

手
筒

煙
火

製
造

時
等

の
保

安
確

保
上

必
要

な
事

項
を
規

定
し
て
い
る
た
め
、
特

則
に
は

な
じ
ま
な
い
。
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